
 

  住民自治の強化等を推進する観点から市町村内の一定の区域を単位とする「地域自

治区」を市町村の判断により設置することができることとする。（地方自治法に規定） 

• 「地域自治区」のイメージ（法人格を有しない。）  

 

• 合併時の特例  

 旧市町村単位で設けられる「地域自治区」（法人格を有しない。）  

・ 特別職の区長を置くことができる。 

・ 住所の表示にはその名称を冠する。（「○○区」のほか、「○○町」、「○○

村」と称することも可能である。） 
 

 「合併特例区」（法人格を有する。）  

・ 旧市町村単位で、一定期間（５年以下）設置できる。 

・ 特別職の区長が置かれる。 

・ 住所の表示にはその名称を冠する。（「○○区」のほか、「○○町」、「○○

村」と称することも可能である。） 
 

 （市町村の合併の特例に関する法律及び市町村の合併の特例等に関する法律に規定）

 ※総務省ＨＰより 



 
 Ｈ１２

 導入

 

 

 

 Ｈ１６

 導入

 

（参考）合併市町村件数 ５５８（平成１８年７月１日時点） 

 



都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無 都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無

1 北海道 むかわ町 新設 H18.3.27 鵡川町 設置 10 岐阜県 恵那市 新設 H16.10.25 恵那市 設置
穂別町 設置 岩村町 設置

2 岩手県 宮古市 新設 H17.6.6 宮古市 設置 山岡町 設置
田老町 設置 明智町 設置
新里村 設置 串原村 設置

3 岩手県 花巻市 新設 H18.1.1 花巻市 設置せず 上矢作町 設置
大迫町 設置 11 静岡県 浜松市 編入 H17.7.1 浜松市 設置
石鳥谷町 設置 浜北市 設置
東和町 設置 天竜市 設置

4 秋田県 由利本荘市 新設 H17.3.22 本荘市 設置 舞阪町 設置
矢島町 設置 雄踏町 設置
岩城町 設置 細江町 設置
由利町 設置 引佐町 設置
大内町 設置 三ケ日町 設置
東由利町 設置 春野町 設置
西目町 設置 佐久間町 設置
鳥海町 設置 水窪町 設置

5 秋田県 大仙市 新設 H17.3.22 大曲市 設置 龍山村 設置
神岡町 設置 12 愛知県 豊田市 編入 H17.4.1
西仙北町 設置
中仙町 設置
協和町 設置 旭町 設置
南外村 設置 足助町 設置
仙北町 設置 稲武町 設置
太田町 設置 小原村 設置

6 秋田県 横手市 新設 H17.10.1 横手市 設置 下山村 設置

増田町、平鹿町、雄物
川町、大森町、十文字
町、山内村、大雄村

設置せず（地域自治
区（特例）設置）

藤岡町 設置

7 福島県 南会津町 新設 H18.3.20 田島町 設置 13 島根県 出雲市 新設 H17.3.22 出雲市 設置
舘岩村 設置 平田市 設置
伊南村 設置 佐田町 設置
南郷村 設置 多伎町 設置

8 千葉県 香取市 新設 H18.3.27 佐原市 設置 湖陵町 設置
小見川町 設置 大社町 設置
山田町 設置 14 熊本県 玉名市 新設 H17.10.3 玉名市 設置
栗源町 設置 岱明町 設置

9 山梨県 甲州市 新設 H17.11.1 塩山市 設置 横島町 設置
勝沼町 設置 天水町 設置
大和村 設置 15 宮崎県 宮崎市 編入 H18.1.1

佐土原町、田野町、高
岡町

設置せず（合併特例
区を設置）

15 団体 91地域自治区

地域自治区（地方自治法に基づくもの）の設置状況
H18.7.1現在

※旧豊田市では地
域ごとに６地域自治
区を設置。

豊田市（６地域）

※旧宮崎市では地
域ごとに15地域自
治区を設置。

宮崎市（15地域）



都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無 都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無

1 北海道 石狩市 編入 H17.10.1 石狩市 設置せず 15 群馬県 沼田市 編入 H17.2.13 沼田市 設置せず
厚田村 設置 白沢村 設置
浜益村 設置 利根村 設置

2 北海道 伊達市 編入 H18.3.1 伊達市 設置せず 16 神奈川県 相模原市 編入 H18.3.20 相模原市 設置せず
大滝村 設置 津久井町 設置

3 北海道 枝幸町 新設 H18.3.20 枝幸町 設置せず 相模湖町 設置
歌登町 設置 17 新潟県 上越市 編入 H17.1.1 上越市 設置せず

4 北海道 新ひだか町 新設 H18.3.31 静内町 設置せず 安塚町 設置
三石町 設置 浦川原村 設置

5 青森県 八戸市 編入 H17.3.31 八戸市 設置せず 大島村 設置
南郷村 設置 牧村 設置

6 青森県 青森市 新設 H17.4.1 青森市 設置せず 柿崎町 設置
浪岡町 設置 大潟町 設置

7 岩手県 一関市 新設 H17.9.20 一関市 設置せず 頸城村 設置
花泉町 設置 吉川町 設置
大東町 設置 中郷村 設置
千厩町 設置 板倉町 設置
東山町 設置 清里村 設置
室根村 設置 三和村 設置
川崎村 設置 名立町 設置

8 岩手県 盛岡市 編入 H18.1.10 盛岡市 設置せず 18 新潟県 柏崎市 編入 H17.5.1 高柳町 設置
玉山村 設置 西山町 設置

9 岩手県 奥州市 新設 H18.2.20 水沢市 設置 19 石川県 加賀市 新設 H17.10.1 加賀市 設置せず
江刺市 設置 山中町 設置
前沢町 設置 20 福井県 坂井市 新設 H18.3.20 三国町 設置
胆沢町 設置 丸岡町 設置
衣川村 設置 春江町 設置

10 宮城県 気仙沼市 新設 H18.3.31 気仙沼市 設置せず 坂井町 設置
唐桑町 設置 21 長野県 松本市 編入 H17.4.1 松本市 設置せず

11 秋田県 横手市 新設 H17.10.1 横手市 設置せず 四賀村 設置せず
増田町 設置 安曇村 設置
平鹿町 設置 奈川村 設置
雄物川町 設置 梓川村 設置
大森町 設置 22 長野県 飯田市 編入 H17.10.1 飯田市 設置せず
十文字町 設置 上村 設置
山内村 設置 南信濃村 設置
大雄村 設置 23 長野県 伊那市 新設 H18.3.31 伊那市 設置せず

12 秋田県 能代市 新設 H18.3.21 能代市 設置せず 高遠町 設置
二ツ井町 設置 長谷村 設置

13 福島県 白河市 新設 H17.11.7 白河市 設置せず 24 岐阜県 岐阜市 編入 H18.1.1 岐阜市 設置せず
表郷村 設置 柳津町 設置
大信村 設置 25 滋賀県 大垣市 編入 H18.3.27 大垣市 設置せず
東村 設置 上石津町 設置

14 福島県 南相馬市 新設 H18.1.1 原町市 設置 墨俣町 設置
鹿島町 設置 26 三重県 紀北町 新設 H17.10.11 紀伊長島町 設置
小高町 設置 海山町 設置

地域自治区（旧合併特例法等に基づくもの）の設置状況
H18.7.1現在



都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無

27 兵庫県 香美町 新設 H17.4.1 香住町 設置
村岡町 設置
美方町 設置

28 兵庫県 多可町 新設 H17.11.1 中町 設置
加美町 設置
八千代町 設置

29 奈良県 宇陀市 新設 H18.1.1 大宇陀町 設置
菟田野町 設置
榛原町 設置
室生村 設置

30 島根県 吉賀町 新設 H17.10.1 六日市町 設置せず
柿木村 設置

31 長崎県 平戸市 新設 H17.10.1 平戸市 設置せず
生月町 設置
田平町 設置
大島村 設置

32 宮崎県 都城市 新設 H18.1.1 都城市 設置せず
山之口町 設置
高城町 設置
山田町 設置
高崎町 設置

33 宮崎県 美郷町 新設 H18.1.1 南郷村 設置
西郷村 設置
北郷村 設置

34 宮崎県 延岡市 編入 H18.2.20 延岡市 設置せず
北方町 設置
北浦町 設置

35 宮崎県 日向市 編入 H18.2.25 日向市 設置せず
東郷町 設置

36 宮崎県 小林市 新設 H18.3.20 小林市 設置せず
須木村 設置

37 鹿児島県 鹿屋市 新設 H18.1.1 鹿屋市 設置せず
輝北町 設置
串良町 設置
吾平町 設置

38 鹿児島県 奄美市 新設 H18.3.20 名瀬市 設置
住用村 設置
笠利町 設置

38 団体 101地域自治区



都道府県 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 設置の有無

1 北海道 せたな町 新設 H17.9.1 北檜山町 設置
瀬棚町 設置
大成町 設置

2 北海道 士別市 新設 H17.9.1 士別市 設置せず
朝日町 設置

3 北海道 名寄市 新設 H18.3.27

風連町 設置
4 福島県 喜多方市 新設 H18.1.4 喜多方市 設置せず

熱塩加納村 設置
塩川町 設置
山都町 設置
高郷村 設置

5 岡山県 岡山市 編入 H17.3.22 岡山市 設置せず
御津町 設置
灘崎町 設置

6 宮崎県 宮崎市 編入 H18.1.1

佐土原町 設置
田野町 設置
高岡町 設置

6 団体 14合併特例区

名寄市 設置せず（地域自
治区を設置予定）

宮崎市 設置せず（地域自
治区を設置）

合併特例区の設置状況
H18.7.1現在



【参考資料】 

【地域自治組織等の比較】 

地 域 自 治 組 織  

 

 
地域自治区 

合併による 

地域自治区 
合併特例区 

根拠法 地方自治法 合併特例法 合併特例法 

法人格 なし なし あり（特別地方公

体） 

審議会及び区

（以下「区等」

という）の権能 

 

 

 

 

市町村長の権限に属する

事務を分掌させ、地域の

住民の意見を反映させつ

つこれを処理する。 

市町村長の権限に属する

事務を分掌させ、地域の

住民の意見を反映させつ

つこれを処理する。 

合併後一定期間、

村単位で処理する

事務の効果的な処

するもの及び地域

生活の利便性向上

め合併特例区が処

ことが特に必要と

れる事務のうち、

定めるものを処理す

区等の 

設置方法 

 

 

条例により設置。 合併関係市町村の協議に

より設置（議会の議決を

経る必要がある）。

合併関係市町村の

より設置（議会の

経る必要がある）。

また、協議により

定め、知事の認可

る必要がある。 

区等の 

設置期間 

制限無し 合併後の一定期間 

（上限無し） 

／協議で定める 

合併後の一定期間 

（上限５年） 

／協議による規約に

区等の事務所 事務所は必置 事務所は必置 事務所は必置 

事務所長／ 

区長 

 

 

事務所長は市町村職員

（事務吏員） 

・事務所長は市町村職員

（事務吏員） 

・事務所長に代えて区長

（特別職）を置くこと

可。 

※市町村長が選任 

※任期は２年以内 

 （協議による） 

・区長（特別職

く。 

・区長は助役や支

の兼務は可。 

 ※市町村長が選任

 ※任期は２年以内

  （協議による

定める） 

 

事務所の職員 

 

 

事務所の職員は市町村職

員。 

事務所の職員は市町村職

員。 

事務所の職員は市

員のうちから市町

同意を得て区長が

る。

合併特例区職員は

職員と併任。

事務所の事務 

 

 

市町村長の権限に属する

事務を分掌するととも

に、地域協議会の事務を

処理。 

市町村長の権限に属する

事務を分掌するととも

に、地域協議会の事務を

処理。 

規約で定められた

例区の事務を処理。
共団

旧市町

ことが

理に資

の住民

等のた

理する

認めら

規約で

る。

協議に

議決を

規約を

を受け

よる

）を置

所長と

 

規約で

町村職

村長の

命じ

市町村

合併特
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地 域 自 治 組 織  

 

 
地域自治区 

合併による 

地域自治区 
合併特例区 

審議機関 地域協議会 

（期限無し） 

地域協議会 

（期間を定めて設置） 

合併特例区協議会 

（合併特例区の期間に連

動して設置） 

審議機関の役割

や権限 

 

 

①地域協議会は、市町村

長等からの諮問事項又

は必要な事項を審議

し、長に意見を述べ

る。 

②市町村長は、条例で定

める地域自治区の区域

に係る重要事項につい

て地域協議会の意見を

聴かなければならな

い。 

 

 

 

①地域協議会は、市町村

長等からの諮問事項又

は必要な事項を審議

し、長に意見を述べ

る。 

②市町村長は、合併関係

市町村の協議により定

める地域自治区の区域

に係る重要事項につい

て地域協議会の意見を

聴かなければならな

い。 

 

①合併特例区協議会は、

市町村長等からの諮問

事項又は必要な事項を

審議し、長に意見を述

べる。 

②合併市町村の長は、規

約で定める合併特例区

の区域に係る重要事項

について合併特例区協

議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

 

※合併特例区の予算や規

約の変更等について、

合併特例区協議会の同

意が必要。

審議機関の委員

の選任方法等 

 

 

当該区域に住所を有する

者のうちから市町村長が

選任。 

※任期は４年以内 

（条例で定める） 

※報酬は支給しないこと

ができる。 

 

当該区域に住所を有する

者のうちから市町村長が

選任。 

※任期は４年以内 

 （協議による） 

※報酬は支給しないこと

ができる。 

 

 

当該区域に住所を有する

者で合併市町村の議会の

議員の被選挙権を有する

者のうちから規約で定め

る方法により市町村長が

選任。 

※任期は２年以内 

 （規約による） 

※報酬は支給しないこと

ができる。 

住居表示 

 

地域自治区（旧市町名）

の名称は表示しない。 

地域自治区（旧市町名）

の名称を表示する。 

合併特例区（旧市町名）

の名称を表示する。 

予算編成権 

 

 

なし 

（市町村において地域自

治区に係る予算を措

置） 

 

なし 

（市町村において地域自

治区に係る予算を措

置） 

 

あり 

（市町村により措置され

た財源を基に独自の予

算を編成。ただし、合

併特例区協議会の同意

及び市町村長の承認が

必要） 

※課税、起債権限はな

し。 

〔参考〕 
 合併特例法上の合併特例区の設置期間が満了した後に、地方自治法上の地域自治区を設

置することができる。 



平成１８年第４回定例会 
◎幸山政史 市長  政令市、道州制に関連した自治のあり方につきましてお答えさせて

いただきます。 
 まず、これからの地方自治のあり方でありますが、地方分権を進めますためには補完性

の原理及び近接性の原理に基づきまして、住民に最も身近な基礎自治体でもあります市町

村が、できるだけ多くの事務、権限を処理していくことが必要であると考えております。

そのための十分な行政体制の整備を行いますために、市町村合併が必要とされておりまし

て、それに伴いまして、広域自治体である都道府県のあり方が議論され、現在の国の権能

をも担うことができる道州制導入の議論が各方面、とりわけこの九州の地におきまして高

まりつつあるのだと認識をいたしております。 
 分権社会の中での主役となります基礎自治体の中で、最も権限と財源が保障されており

ますのが政令指定都市でございまして、そのことによるものや、知名度やイメージの向上

など、政令指定都市には多くのメリットがあると考えております。 
 議員からは、政令指定都市での市民サービスのあり方、あるいは財政の悪化等への懸念

につきまして御指摘をいただいたところであります。政令指定都市になりますと、行政区

に設置されました区役所では、市民の皆様が生活に密着した市民サービスのほとんどが受

けられるようになります。しかしながら、この区役所の権限、機能につきまして、やはり

どの程度の分権が可能か課題となります。近年、誕生予定の政令指定都市は、より分権型

の政令指定都市を目指しておりますが、今後、これらの都市をさらに研究し、市民との協

働のまちづくりが可能な、いわゆる都市内分権を重視した政令指定都市を目指してまいり

たいと考えております。 
 また、政令指定都市にはさまざまな権限の移譲に伴い、地方交付税等の財源が保障され

財政規模が拡大することになりますが、その財政運営につきましては、議員の御指摘にも

留意し、政令指定都市実現後もこれまで以上に効率的、効果的な行財政運営に努め、健全

な財政状況を維持しつつ計画性を持ったインフラ整備や教育、福祉等の住民サービスの向

上を図る必要があるかと考えております。 
 いずれにいたしましても、少子高齢・人口減少社会の到来、都市間・都市圏間競争の顕

在化、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業への対応といった、本市及び熊本都市圏が直面

いたします課題を考慮いたしますと、熊本都市圏に政令指定都市を誕生させますことは、

東アジアあるいは日本全国に向けた拠点性の向上や道州制が導入されました際の本市の地

理的優位性を生かす州都の実現に大きな力となるものと考えております。 
 そして繰り返しになるかもしれませんけれども、合併、政令指定都市に関しましては、

単に知名度のアップでありますとか、あるいは規模の利益を求めるだけでなく、ただいま

の質問のテーマでもございます共生と交流、この時代の中にありまして、実質的一体化が

進みつつある熊本都市圏としてのビジョンを実現してまいりますため、そして住みやすく、

暮らしやすい都市としての魅力をさらに高めていくことにつなげてまいりたいと考えてお

ります。 


